
105 

以下には，研究を基に出願した特許について記述する． 

【発明の名称】体調判定装置及びコンピュータプログラム 

【技術分野】 

 【０００１】 

 本発明は、生体信号を用いて人の体調を判定する体調判定装置及びコンピュータプログ 

ラムに関する。 

【背景技術】 

 【０００２】 

 特許文献１及び特許文献２等において、人の上体から採取した主に心循環系の波動であ 

る生体信号の時系列波形から周波数の時系列波形を求め、さらに、周波数傾きの時系列波 

形を求めてこれらを周波数解析して人の状態を判定する手段を有する装置を開示している 

。特許文献１では、周波数解析にあたって、予め定めたＵＬＦ帯域（極低周波帯域）から 

ＶＬＦ帯域（超低周波帯域）に属する機能調整信号、疲労受容信号及び活動調整信号に相 

当する各周波数のパワースペクトルを求める。そして、各パワースペクトルの時系列変化 

から人の状態を判定する。疲労受容信号は、通常の活動状態における疲労の進行度合いを 

示すため、これに併せて、機能調整信号や活動調整信号のパワースペクトルの優性度合い 

を比較することにより、人の状態（リラックス状態、疲労状態、交感神経優位の状態、副 

交感神経優位の状態など）を判定することができる。 

 【０００３】 

 特許文献２は、特許文献１と同様にＵＬＦ帯域（極低周波帯域）からＶＬＦ帯域（超低 

周波帯域）に属する機能調整信号、疲労受容信号及び活動調整信号を用いるが、特許文献 

２ではこの３つの信号に相当する周波数成分のパワースペクトルの値の合計を１００とし 

た際の各周波成分の分布率を時系列に求め、その分布率の時系列変化を利用して人の状態 

を判定する。 

 【０００４】 

 特許文献１又は２の技術はいずれも次のような知見に基づいたものである。すなわち、 

人の恒常性はゆらぎで維持され、その周波数帯域はＵＬＦ帯域とＶＬＦ帯域にあるとされ 

ている。一方、心疾患の一つである心房細動において、心循環系のゆらぎの特性が切り替 

わる周波数は、０．００３３Ｈｚと言われており、０．００３３Ｈｚ近傍のゆらぎの変化 

を捉えることで、恒常性維持に関する情報が得られる（非特許文献１参照）。また、０． 

００３３Ｈｚ近傍以下と０．００５３Ｈｚ近傍の周波数帯は、主に体温調節に関連するも 

ので、０．０１～０．０４Ｈｚの周波数帯は自律神経の制御に関連するものと言われてい 

る。そして、実際に、生体信号に内在するこれら低周波のゆらぎを算出する周波数傾き時 

系列波形を求め、それを周波数解析したところ、０．００３３Ｈｚよりも低周波の０．０ 

０１７Ｈｚ、０．００３３Ｈｚ近傍の０．００３５Ｈｚを中心とする周波数帯のゆらぎと 

、さらにこれらこの２つ以外に、０．００５３Ｈｚを中心とする周波数帯のゆらぎがある 

ことが確認できた。 

 【０００５】 
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 ０．００３５Ｈｚの信号（疲労受容信号）は、外部より入力されるストレスに適応して 

恒常性を維持するためのゆらぎで、これを通常の活動状態における疲労の進行度合いを示 

す信号であり、０．００５３Ｈｚの信号（活動調整信号）は、活動時における内分泌系ホ 

ルモンの制御による影響の度合いが出現する信号であり、０．００３３Ｈｚよりも低周波 

の０．００１７Ｈｚの信号（機能調整信号）は、体の変調や機能低下を制御する信号とし 

てあり、これら３つの周波数帯の信号が、相互に関わり合って体温調節機能として作用し 

ている。そこで、これらの信号のパワースペクトルの時系列変化、分布率を用いることで 

、人の状態判定が可能となる。 

【先行技術文献】 

【特許文献】 

 【０００６】 

  【特許文献１】特開２０１１－１６７３６２号公報 

  【特許文献２】特開２０１２－１７９２０２号公報 

【非特許文献】 

 【０００７】 

  【非特許文献１】藤田悦則他:「指尖容積脈波情報を用いた入眠予兆現象計測法の開 

  発」，人間工学，Vol.41，No.4，203-212，2005 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

 【０００８】 

 特許文献１及び２に示した手段は、生体信号として、人の背部の体表面に生じる振動で 

ある脈波（背部体表脈波）を採用して非拘束で検出し、特に運転中の生体情報を得る手段 

として優れている。 

 【０００９】 

 一方、運転中、あるいは、運転などの運動負荷後、急に顔が青ざめたり、気持ち悪くな 

ったり、意識を失ったりする体調急変が生じる場合がある。特許文献１及び２の技術は、 

疲労の進行に伴う入眠予兆現象や切迫睡眠現象等の生体状態の変化を検出するのには有効 

であることは上記のとおりであるが、急な体調変化を検出する手法については具体的には 

示されていない。 

 【００１０】 

 本発明は上記に鑑みなされたものであり、体調急変の発生を検出するのに好適な技術を 

提供することを課題とする。 

【課題を解決するための手段】 

 【００１１】 

 上記課題を解決するため鋭意検討を行った結果、本発明者は次の点に着目した。すなわ 

ち、生体信号の時系列波形を処理して求めた上記の周波数傾きの時系列波形、並びに、周 

波数傾き時系列波形から求められる上記の機能調整信号、疲労受容信号及び活動調整信号 

の分布率を時系列波形は、いずれも、心拍変動に関する情報である。体調急変が生じた場 
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合、心拍変動に関連する指標が急変することはもとより、それに加え、血圧の急変も生じ 

る。よって、この血圧の急変も、上記の心拍変動と同様の背部体表脈波から検出すること 

で、２つの異なる指標が通常とは異なる動きを示す場合に、体調の急変の発生を特定でき 

ると考え、本発明を完成するに至った。 

 【００１２】 

 すなわち、本発明の体調判定装置は、 

 人の背部に当接され、前記背部の体表面を介して伝播する生体信号を非拘束で捉える生 

体信号測定装置により採取した前記生体信号を分析して体調を判定する体調判定装置であ 

って、 

 前記生体信号の時系列波形から心拍変動に対応する指標の時系列波形を求める心拍対応 

指標演算部と、 

 前記生体信号の時系列波形から血圧変動に対応する指標の時系列波形を求める血圧対応 

指標演算部と、 

 前記心拍対応指標演算部から得られる時系列波形が予め設定された所定の波形変動を示 

す時間帯を心拍急変兆候出現時として特定し、前記血圧対応指標演算部から得られる時系 

列波形が予め設定された所定の波形変動を示す時間帯を血圧急変兆候出現時として特定し 

、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候出現時が所定の時間範囲内に出現してい 

る場合に、前記体調の急変の発生と判定する体調急変判定部と 

を有することを特徴とする。 

 【００１３】 

 前記心拍対応指標演算部は、前記生体信号の時系列波形から周波数の時系列波形を求め 

た後、前記周波数の時系列波形から所定時間範囲毎の周波数の傾き時系列波形を求める周 

波数傾き時系列波形演算部と、前記周波数の傾き時系列波形から、心循環系のゆらぎの特 

性が切り替わる周波数よりも低い周波数の機能調整信号、前記機能調整信号よりも高い周 

波数の疲労受容信号、及び前記疲労受容信号よりも高い周波数の活動調整信号に相当する 

ＵＬＦ帯域からＶＬＦ帯域に属する各周波数成分を抜き出し、これらの周波数成分のそれ 

ぞれの分布率の時系列波形を求める分布率時系列波形演算部とを有することが好ましい。 

 前記体調急変判定部は、前記機能調整信号、前記疲労受容信号及び前記活動調整信号の 

全ての波形が所定の分布率の範囲内に所属すると共に、前記活動調整信号の分布率が最も 

低いポイントの出現後、前記活動調整信号の分布率が、前記機能調整信号及び前記疲労受 

容信号の分布率よりも高くなるポイントが出現する時間帯を、前記心拍急変兆候出現時と 

特定することが好ましい。 

 【００１４】 

 前記血圧対応指標演算部は、前記生体信号の時系列波形のピーク値を用いて収縮期血圧 

対応指標の時系列波形を求める収縮期血圧対応指標演算部と、前記生体信号の時系列波形 

のボトム値を用いて拡張期血圧対応指標の時系列波形を求める拡張期血圧対応指標演算部 

とを有することが好ましい。 

 前記収縮期血圧対応指標演算部は、前記ピーク値の所定時間範囲毎の傾きを用いて前記 
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収縮期血圧対応指標の時系列波形を求め、前記拡張期血圧対応指標演算部は、前記ボトム 

値の所定時間範囲毎の傾きを用いて前記拡張期血圧対応指標の時系列波形を求め、前記体 

調急変判定部は、前記ピーク値の所定時間範囲毎の傾きを用いた前記収縮期血圧対応指標 

の時系列波形と前記ボトム値の所定時間範囲毎の傾きを用いた前記拡張期血圧対応指標の 

時系列波形がクロスし、かつ、前記収縮期血圧対応指標の値が前記拡張期血圧指標の値よ 

りも小さくなっているポイントが出現する時間帯を、前記血圧急変兆候出現時と特定する 

ことが好ましい。 

 【００１５】 

 さらに、心機能の負荷が大きいか否かを判定する心機能判定部を有し、 

 前記体調急変判定部は、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候出現時が所定の 

時間範囲内に出現していることに加えて、前記心機能判定部において前記心機能の負荷が 

大きいと判定されている場合に、前記体調の急変の発生と判定する構成とすることが好ま 

しい。 

 前記心機能判定部は、体調判定時に前記心拍対応指標演算部によって求められる前記周 

波数の傾き時系列波形を周波数解析し、安静時において予め求めた周波数の傾き時系列波 

形の周波数解析と比較し、卓越周波数のパワースペクトルの値が、安静時の値に対し、体 

調判定時の値が所定以上の場合に心機能の負荷が大きいと判定することが好ましい。 

 【００１６】 

 また、本発明のコンピュータプログラムは、 

 体調判定装置としてのコンピュータに、人の背部に当接され、前記背部の体表面を介し 

て伝播する生体信号を捉える生体信号測定装置から得られる前記生体信号を分析して体調 

を判定する手順を実行させるコンピュータプログラムであって、 

 前記生体信号の時系列波形から心拍変動に対応する指標の時系列波形を求める心拍対応 

指標演算手順と、 

 前記生体信号の時系列波形から血圧変動に対応する指標の時系列波形を求める血圧対応 

指標演算手順と、 

 前記心拍対応指標演算手順の実行により得られる時系列波形において、予め設定された 

所定の波形変動を示す時間帯を心拍急変兆候出現時として特定し、前記血圧対応指標演算 

手順の実行により得られる時系列波形において、予め設定された所定の波形変動を示す時 

間帯を血圧急変兆候出現時として特定し、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候 

出現時が所定の時間範囲内に出現している場合に、前記体調の急変の発生と判定する体調 

急変判定手順と 

を前記コンピュータに実行させることを特徴とする。 

 【００１７】 

 さらに、心機能の負荷が大きいか否かを判定する心機能判定手順を実行させ、 

 前記体調急変判定手順は、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候出現時が所定 

の時間範囲内に出現していることに加えて、前記心機能判定手順の実行により前記心機能 

の負荷が大きいと判定されている場合に、前記体調の急変の発生と判定する手順を実行す 
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るコンピュータプログラムであることが好ましい。 

【発明の効果】 

 【００１８】 

 本発明は、心拍変動に対応する指標（心拍対応指標）の時系列波形から心拍急変兆候出 

現時を特定すると共に、血圧変動に対応する指標（血圧対応指標）の時系列波形から血圧 

急変兆候出現時を特定し、両者が所定時間内に出現している場合に体調の急変（体調急変 

）の発生と判定する構成である。これにより、心拍の急変と血圧の急変とを加味した判定 

ができ、体調急変を検出できる。 

 【００１９】 

 また、安静時に比べ、心機能の負荷が大きいか否かをあわせて判定する構成とすること 

が好ましい。体調急変が生じている場合には、心機能の負荷も大きくなっていることが一 

般的であるため、心拍の急変及び血圧の急変に加え、さらにこの心機能の負荷が大きくな 

っているか否かを判定することでより正確に体調急変の発生を捉えることができる。 

【図面の簡単な説明】 

 【００２０】 

  【図１】図１は、本発明の一の実施形態で用いた生体信号測定装置を示した平面図で 

  ある。 

  【図２】図２は、上記生体信号測定装置を人の背側に配設した際の左上部生体信号検 

  出部（Ｌ）、右上部生体信号検出部（Ｒ）及び下部生体信号検出部（Ｍ）の配設位置 

  を人の体との関係で示した縦方向断面図である。 

  【図３】図３は、上記生体信号測定装置の一部の断面を示した図である。 

  【図４】図４は、本発明の一の実施形態に係る体調判定装置の構成を説明するための 

  ブロック図である。 

  【図５】図５（ａ）～（ｃ）は、心電図波形（ａ）及び心音波形（ｂ）と、生体信号 

  測定装置により得られた生体信号をフィルタリング処理した波形（ＲＣＷ）（ｃ）と 

  を示した図である。 

  【図６】図６は、連続血圧計から得られる収縮期血圧及び拡張期血圧の各時系列波形 

  と、ＲＣＷを用いて算出したピーク値及びボトム値の平均値の時系列波形との対応関 

  係の一例を示した図である。 

  【図７】図７は、心拍急変特定部における心拍急変兆候出現時の特定の方法を説明す 

  るための図である。 

  【図８】図８は、血圧急変特定部における血圧急変兆候出現時の特定の方法を説明す 

  るための図である。 

  【図９】図９は、心機能判定部における心機能負荷の大小を判定する方法を説明する 

  ための図である。 

  【図１０】図１０（ａ）～（ｇ）は、被験者Ｏの２０１８年１１月１３日に測定した 

  実験データを示した図である。 

  【図１１】図１１（ａ）～（ｇ）は、被験者Ｏの２０１９年１月１８日に測定した実 
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  験データを示した図である。 

  【図１２】図１２（ａ）～（ｇ）は、被験者Ｕの２０１８年１１月１４日に測定した 

  実験データを示した図である。 

  【図１３】図１３（ａ）～（ｇ）は、被験者Ｈの２０１８年１１月２０日に測定した 

  実験データを示した図である。 

  【図１４】図１４（ａ）～（ｇ）は、被験者ＭＳの２０１８年１２月３日に測定した 

  実験データを示した図である。 

  【図１５】図１５（ａ）～（ｇ）は、被験者ＭＫの２０１８年１２月４日に測定した 

  実験データを示した図である。 

  【図１６】図１６（ａ）～（ｆ）は、図１０（ｆ）、図１１（ｆ）、図１２（ｆ）、 

  図１３（ｆ）、図１４（ｆ）及び図１５（ｆ）の図に示された周波数の傾き時系列波 

  形における運動負荷前の安静時と運動負荷後の安静時のデータを周波数解析した結果 

  を示した図であり、下欄が運動負荷前後でパワースペクトル値を比較した図であり、 

  上欄が周波数とパワースペクトル値を対数表示した図である。 

  【図１７】図１７（ａ）～（ｈ）は、生体信号測定装置１をマットレス上に配置し、 

  その上に被験者が仰臥位で２７０分寝た際の実験結果を示したデータである。 

【発明を実施するための形態】 

 【００２１】 

 以下、図面に示した本発明の実施形態に基づき、本発明をさらに詳細に説明する。本発 

明においては人の背部の体表面を伝播する生体信号（背部体表脈波）を用いる。この背部 

体表脈波は、上記のように、心房や心室の収縮期や拡張期において心房や心室内の血液の 

流れによる各弁や心筋内壁に衝突する際の振動、大動脈を流れる際に血管壁を押圧するこ 

とによって生じる振動（音として伝わる振動を含む）が体表面に伝達されたものである。 

 【００２２】 

 背部体表脈波を採取するための生体信号測定装置は、測定用の椅子、ベッド、あるいは 

、乗物の運転席のシート等に組み込んで使用することができ、腕、手、指等を拘束するこ 

となく生体信号を採取できるものを用いることが好ましい。図１～図３に本実施形態で用 

いた生体信号測定装置１を示す。この生体信号測定装置１は、ベース部材１０に３つの生 

体信号検出部、すなわち、左上部生体信号検出部１１、右上部生体信号検出部１２及び下 

部生体信号検出部１３を設けている。 

 【００２３】 

 ベース部材１０は、３つの生体信号検出部１１～１３を設けることができ、人の胸部か 

ら腹部を含む範囲をカバーできる面積を備えた板状体から構成される。材料としては、人 

の背が当接した際に違和感の小さい可撓性を有する合成樹脂等からなることが好ましいが 

、ビーズ発泡体から形成されることがより好ましい。ビーズ発泡体を構成するビーズの薄 

膜が生体信号に基づく体表面の微振動によって敏感に振動し、生体信号を生体信号検出部 

１１～１３に伝播させやすい。 

 【００２４】 



111 

 ベース部材１０を人の背に沿って配置したときに、人の横隔膜の位置に対応する横隔膜 

対応部位を境として、その上方（肩側）の心臓の位置に対応した部位（図１及び図２の符 

号Ａで示したライン付近）に２つの検出部配置孔１０ａ，１０ｂが形成され、下方（腰側 

）の腰の位置に対応した部位（図１及び図２の符号Ｂで示したライン付近）に１つの検出 

部配置孔１０ｃが形成されている。上部の２つの検出部配置孔１０ａ，１０ｂは、人の脊 

柱の位置に対応する脊柱対応部位を挟んで左右に所定間隔離間して設けられる。また、上 

方の２つの検出部配置孔１０ａ，１０ｂは、上下方向に長い縦長の略長方形で形成され、 

下方の検出部配置孔１０ｃは、左右方向に長い横長の略長方形に形成されている。上方の 

２つの検出部配置孔１０ａ，１０ｂは、肺及び心臓に対応する範囲の生体信号を捕捉する 

ため縦長とし、下方の検出部配置孔１０ｃは、横隔膜を介して伝わる左右の肺の活動に基 

づく腹部の情報を捉えるため、横長としている。これは、各生体信号検出部１１～１３の 

形状及び配置方向に対応させたものである。 

 【００２５】 

 各生体信号検出部１１～１３は、いずれも、三次元立体編物２０とマイクロフォンから 

なる音響センサ２１とを有して構成されている。三次元立体編物２０は、例えば特開２０ 

０２－３３１６０３号公報に開示されているように、互いに離間して配置された一対のグ 

ランド編地同士を連結糸で結合することにより形成されている。各グランド編地は、例え 

ば、繊維を撚った糸から、ウェール方向及びコース方向のいずれの方向にも連続したフラ 

ットな編地組織（細目）に形成したり、ハニカム状（六角形）のメッシュを有する編地組 

織に形成したりすることができる。連結糸は、一方のグランド編地と他方のグランド編地 

とが所定の間隔を保持するように、三次元立体編物に所定の剛性を付与している。従って 

、面方向に張力が付与されることにより、三次元立体編物を構成する対向するグランド編 

地の糸、あるいは、対向するグランド編地間を連結する連結糸を弦振動させることが可能 

となる。それにより、生体信号である心臓・血管系の音・振動によって弦振動が生じ、三 

次元立体編物の面方向に伝播される。 

 【００２６】 

 各生体信号検出部１１～１３を構成する三次元立体編物２０は、上記の各検出部配置孔 

１０ａ～１０ｃに対応して略長方形に形成される。そして、三次元立体編物２０の表面及 

び裏面を被覆するように、ベース部材１０の両面にフィルム１４，１５が積層される。フ 

ィルム１４，１５は、各検出部配置孔１０ａ～１０ｃに対応した大きさで設けてもよいし 

、３つの検出部配置孔１０ａ～１０ｃを一枚で覆う大きさのフィルム１４，１５を用いて 

もよい。これにより、検出部配置孔１０ａ～１０ｃは共鳴箱となり、微弱な生体信号の増 

幅機能を果たす。 

 【００２７】 

 次に、本実施形態の体調判定装置１００の構成について図４に基づいて説明する。体調 

判定装置１００は、コンピュータ（パーソナルコンピュータ、機器に組み込まれるマイク 

ロコンピュータ等も含む）から構成され、当該コンピュータに、体調判定を行わせる手順 

を実行させるコンピュータプログラムが記憶部（当該コンピュータ（体調判定装置１００ 
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）の内蔵のハードディスク等の記録媒体のほか、リムーバブルの各種記録媒体、通信手段 

で接続された他のコンピュータの記録媒体等も含む）に記憶されている。体調判定を行わ 

せる手順をコンピュータに実行させることで、当該コンピュータは、心拍対応指標演算部 

１１０、血圧対応指標演算部１２０、体調急変判定部１３０及び心機能判定部１４０とし 

ての機能を有する体調判定装置１００を構成する。また、体調判定を行わせる手順を実行 

させるコンピュータプログラムは、当該コンピュータプログラムが組み込まれた１以上の 

記憶回路を備えてなる電子回路で実現することもできる。 

 【００２８】 

 また、コンピュータプログラムは、記録媒体に記憶させて提供することができる。コン 

ピュータプログラムを記憶した記録媒体は、非一過性の記録媒体であっても良い。非一過 

性の記録媒体は特に限定されないが、例えば フレキシブルディスク、ハードディスク、 

ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ（光磁気ディスク）、ＤＶＤ－ＲＯＭ、メモリカードなどの記録媒体 

が挙げられる。また、通信回線を通じてコンピュータプログラムをコンピュータに伝送し 

てインストールすることも可能である。 

 【００２９】 

 心拍対応指標演算部１１０及び血圧対応指標演算部１２０は、いずれも、生体信号測定 

装置１の音響センサ２１から得られる生体信号の時系列波形（以下、「センサ波形」）） 

を用いるが、好ましくは、センサ波形そのものではなく、中心周波数２０Ｈｚ近傍のバン 

ドパスフィルタ、より好ましくは、１０～３０Ｈｚの周波数帯域のバンドパスフィルタを 

かけた時系列波形を用いる。フィルタリングにより、センサ波形が、１０～３０Ｈｚのフ 

ィルタ処理波形（図５（ｃ）の波形（以下、「ＲＣＷ」という）に変換される。心拍数は 

約１～１．５Ｈｚ前後が標準的な範囲であるが、ＲＣＷは、約１秒周期で相対的に大きな 

全振幅の波形成分が出現していることが捉えられていることから、心周期が顕在化される 

。この点は、図５（ａ）の心電図の波形、図５（ｂ）の心音図の波形と比較して明らかで 

ある。 

 【００３０】 

 心拍対応指標演算部１１０は、生体信号の時系列波形（本実施形態では「ＲＣＷ」）か 

ら心拍変動に対応する指標の時系列波形を求める。本実施形態の心拍対応指標演算部１１ 

０は、周波数傾き時系列波形演算部１１１と分布率演算部１１２とを有している。周波数 

傾き時系列波形演算部１１１は、ＲＣＷから周波数の時系列波形を求め、周波数の時系列 

波形から所定時間範囲毎の周波数の傾き時系列波形を求める。 

 【００３１】 

 より具体的には、周波数の傾き時系列波形は、特許文献１及び２に開示されているよう 

な手法で得られる。すなわち、ＲＣＷにおいて、正から負に切り替わる点（ゼロクロス点 

）を求め、それを例えば５秒毎に切り分け、その５秒間に含まれる時系列波形のゼロクロ 

ス点間の時間間隔の逆数を個別周波数ｆとして求め、その５秒間における個別周波数ｆの 

平均値を当該５秒間の周波数Ｆの値として採用する。そして、この５秒毎に得られる周波 

数Ｆを時系列にプロットすることにより、周波数の変動の時系列波形を求める。次に、周 
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波数の変動の時系列波形から、所定のオーバーラップ時間（例えば１８秒）で所定の時間 

幅（例えば１８０秒）の時間窓を設定し、時間窓毎に最小二乗法により周波数の傾きを求 

め、その傾きの時系列波形を出力する。この計算（移動計算）を順次繰り返し、心拍対応 

指標演算部１１０は、周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する 

。背部体表脈波は、中枢系である心臓の制御の様子を主として含む生体信号、すなわち、 

動脈の交感神経支配の様子、並びに、交感神経系と副交感神経系の出現情報を含む生体信 

号であり、ゼロクロス法により求めた周波数傾き時系列波形は、心拍変動に対応した指標 

となる。 

 【００３２】 

 分布率演算部１１２は、まず、周波数傾き時系列波形演算部１１１から得られる周波数 

傾き時系列波形をそれぞれ周波数分析して、心循環系のゆらぎの特性が切り替わる周波数 

である０．００３３Ｈｚよりも低い周波数の機能調整信号、機能調整信号よりも高い周波 

数の疲労受容信号、及び疲労受容信号よりも高い周波数の活動調整信号に相当するＵＬＦ 

帯域からＶＬＦ帯域に属する各周波数成分を抜き出す。次に、これらの周波数成分のそれ 

ぞれの分布率を時系列に求める。すなわち、３つの周波数成分のパワースペクトルの値の 

合計を１とした際の各周波数成分の割合を分布率として時系列に求める。 

 【００３３】 

 本実施形態では、機能調整信号として０．００１７Ｈｚの周波数成分を用い、疲労受容 

信号として０．００３５Ｈｚの周波数成分を用い、活動調整信号として０．００５３Ｈｚ 

の周波数成分を用いているが、これらの周波数成分を用いることが適切であることは上記 

「背景技術」の項で説明したとおりである。なお、各信号の周波数成分は個人差等により 

調整することも可能であり、機能調整信号は０．００３３Ｈｚ未満の範囲で好ましくは０ 

．００１～０．００２７Ｈｚの範囲で、疲労受容信号は０．００２～０．００５２Ｈｚの 

範囲で、活動調整信号は０．００４～０．００７Ｈｚの範囲で調整することができる。 

 【００３４】 

 血圧対応指標演算部１２０は、生体信号の時系列波形（本実施形態では「ＲＣＷ」）か 

ら血圧変動に対応する指標の時系列波形を求める。本実施形態の血圧対応指標演算部１２ 

０は、ＲＣＷのピーク値を用いて収縮期血圧対応指標の時系列波形を求める収縮期血圧対 

応指標演算部１２１と、ＲＣＷのボトム値を用いて拡張期血圧対応指標の時系列波形を求 

める拡張期血圧対応指標演算部１２２とを有している。また、ピーク値又はボトム値の変 

化の傾向を顕在化させるため、収縮期血圧対応指標演算部１２１及び拡張期血圧対応指標 

演算部１２２は、所定時間範囲（例えば、１８０秒間）におけるピーク値又はボトム値の 

変化の傾き（比率）を求め、それを例えば１８秒間ずつオーバーラップさせてスライド計 

算して順次ピーク値又はボトム値の傾き変化を求めていく。 

 【００３５】 

 ここで、後述の実験例では、トレッドミルを用いた１０分間のランニングによる運動負 

荷を挟んで、その前後において、上記の生体信号測定装置１を自動車用シートのシートバ 

ック部に取り付けて被験者を着座させて生体信号を検出する実験を行ったが、実験の際、 
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被験者には瞬時心拍数計、連続血圧計を装着し、瞬時血圧及び連続血圧も測定した。図１ 

０～図１５の各（ｃ）の図が、連続血圧計の収縮期血圧及び拡張期血圧の時系列波形を示 

し、各（ｄ）の図が、ＲＣＷのピーク値及びボトム値の各１８０秒間の平均値を１８秒間 

ずつスライドさせて求めた時系列波形を示している。これらを比較すると、連続血圧計の 

収縮期血圧の時系列波形は、ＲＣＷを用いて算出したピーク値の平均値の時系列波形にほ 

ぼ対応した変化を示しており、連続血圧計の拡張期血圧の時系列波形は、ＲＣＷを用いて 

算出したボトム値の平均値の時系列波形にほぼ対応した変化を示していることがわかる。 

 【００３６】 

 また、生体信号測定装置１をシートバックに取り付けた自動車用シートに被験者を着座 

させ、２０分の安静後、６０分間の運転を行わせ、その後２０分間安静にした状態で生体 

信号を検出し、ＲＣＷのピーク値及びボトム値の各１８０秒間の平均値を１８秒間ずつス 

ライドさせて求めた時系列波形を求めた。これを同時に測定した連続血圧計と比較した結 

果が、図６である。図６中、「推定ＳＢＰ」は、ＲＣＷを用いて算出したピーク値の平均 

値を、連続血圧計の収縮期血圧値に近似するように所定の係数をかけて示した波形であり 

、「推定ＤＢＰ」は、ＲＣＷを用いて算出したボトム値の平均値を、連続血圧計の拡張期 

血圧値に近似するように所定の係数をかけて示した波形である。このグラフから、ＲＣＷ 

のピーク値及びボトム値を用いたそれらの平均値の時系列波形が、連続血圧計から得られ 

る収縮期血圧の時系列波形、拡張期血圧の時系列波形によく対応していることがわる。 

 【００３７】 

 よって、収縮期血圧対応指標演算部１２１により求められるＲＣＷのピーク値の傾き及 

び拡張期血圧対応指標演算部１２２から求められるＲＣＷのボトム値の傾きは、収縮期血 

圧及び拡張期血圧の各変化傾向を示す指標として適している。 

 【００３８】 

 体調急変判定部１３０では、コンピュータプログラムにより、心拍急変特定部１３１と 

して機能する手順が実行され、かつ、血圧急変特定部１３２として機能する手順が実行さ 

れ、その後、それらの実行結果に基づき、体調急変を判定する手順が実行される。 

 【００３９】 

 すなわち、心拍急変特定部１３１では、心拍対応指標演算部１１０から得られる時系列 

波形中、予め設定された所定の波形変動を示す時間帯を心拍急変兆候出現時として特定す 

ると共に、血圧急変特定部１３２では、血圧対応指標演算部１２０から得られる時系列波 

形中、予め設定された所定の波形変動を示す時間帯を血圧急変兆候出現時として特定する 

。次に、体調急変判定部１３０は、心拍急変兆候出現時及び血圧急変兆候出現時が所定の 

時間範囲内に出現している場合に、体調の急変（体調急変）の発生と判定する。すなわち 

、心拍変動と血圧変動の２つの指標が通常とは異なる波形を示し、かつ、それがほぼ同時 

期（所定の時間範囲内）に出現している場合を、ここでいう体調急変と判定する。 

 【００４０】 

 心拍急変特定部１３１における心拍急変兆候出現時の特定は次のように行われることが 

好ましい。すなわち、上記の分布率演算部１１２から得られる周波数傾き時系列波形から 
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求めた機能調整信号、疲労受容信号及び活動調整信号の全ての波形が所定の分布率の範囲 

内に所属し、かつ、その際に活動調整信号の分布率が最も低くなっているポイント（条件 

１）の出現後、活動調整信号の分布率が、機能調整信号及び疲労受容信号の分布率よりも 

高くなるポイント（条件２）が出現するか否かを判定し、条件１及び条件２を共に満足す 

る場合に、心拍急変兆候出現時と特定する。例えば、図７では、機能調整信号（０．００ 

１７Ｈｚ）、疲労受容信号（０．００３５Ｈｚ）及び活動調整信号（０．００５３Ｈｚ） 

の３つの波形の全ての分布率が３０～４０％の範囲に属し、かつ、その時点で活動調整信 

号（０．００５３Ｈｚ）の分布率が最も低く、その直後の時点（本実施形態では１８秒後 

）における活動調整信号（０．００５３Ｈｚ）の分布率が最も高くなる場合に、心拍急変 

兆候出現時と特定する。本実施形態では上記のように移動計算により１８秒間毎に計算ポ 

イントがプロットされていくため、２つのポイントがともに含まれる３０～４０秒間の時 

間帯を心拍急変兆候出現時とすることが好ましい。 

【００４１】 

 なお、本実施形態のように、周波数傾き時系列波形を求める際のスライド計算は、１８ 

０秒間の窓に対して１８秒間のオーバーラップで求めることが好ましい。但し、時間窓を 

１８０秒よりも増減させ、オーバーラップ率を異なる値として計算して上記と同様の手法 

を用いることも本発明に含まれる態様である。また、心拍急変兆候出現時の時間帯は、設 

定した時間窓、オーバーラップ率などにより３０～４０秒間より増減することもあり得る 

。また、上記の条件１の各信号が集約する分布率の範囲も、３０～４０％以外の範囲が好 

ましい設定となる場合もあり得る。さらに、これらの条件は個人差もあるため、個人毎に 

条件設定することも可能である。 

 【００４２】 

 血圧急変特定部１３２における血圧急変兆候出現時の特定は次のように行われることが 

好ましい。すなわち、図８に示すように、上記の収縮期血圧対応指標演算部１２１から得 

られる収縮期血圧対応指標の時系列波形と拡張期血圧対応指標演算部１２２から得られる 

拡張期血圧対応指標の時系列波形がクロスし、かつ、収縮期血圧対応指標の値が拡張期血 

圧指標の値よりも小さくなっているポイントが出現する時間帯を、血圧急変兆候出現時と 

特定する。本実施形態では、上記のように１８秒毎に計算結果が出力されるため、血圧急 

変兆候出現時の条件を満たすか否かが１８秒毎に判定されるが、これはあくまで一例であ 

り、心拍急変特定部１３１と同様に、スライド計算の時間窓の設定時間、オーバーラップ 

率等により、異なる時間間隔で出力される場合もあり得る。また、個人毎に適切な時間窓 

、オーバーラップ率を設定可能であることも上記と同様である。 

 【００４３】 

 体調急変判定部１３０は、心拍急変特定部１３１によって特定された心拍急変兆候出現 

時及び血圧急変特定部１３２によって特定された血圧急変兆候出現時の出現タイミングを 

比較し、最終的に体調急変の発生を判定する。本実施形態では、心拍急変兆候出現時及び 

血圧急変兆候出現時が所定の時間範囲内に出現している場合のみ、体調急変と判定する。 

ここでいう所定の時間範囲内としては、個人差もあるが、約３０～１００秒とすること好 
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ましい。なお、この所定の時間範囲は、上記と同様に、スライド計算の時間窓の設定時間 

、オーバーラップ率等により、あるいは、個人毎に異なる設定とすることも可能である。 

 【００４４】 

 心機能判定部１４０は、心機能の負荷が大きいか否かを判定する。具体的には、本実施 

形態の心機能判定部１４０は、体調判定時、例えば、運転中のドライバーの体調を判定す 

る際、あるいは、運転や運動後の被験者の体調を判定する際等において、生体信号測定装 

置１から得られた生体信号（ＲＣＷ）の時系列波形を、心拍対応指標演算部１１０によっ 

て演算処理して、上記の周波数の傾き時系列波形を得る。次に、この周波数の傾き時系列 

波形を周波数解析する。そして、この体調判定時の周波数解析結果を、安静時において予 

め求めた周波数の傾き時系列波形の周波数解析結果と比較する（図４参照）。その結果、 

例えば、図９に示したように、安静時の卓越周波数のパワースペクトル値に対し、運動負 

荷後の体調判定時の卓越周波数のパワースペクトル値（ＰＳＤ比）が所定以上（例えば 2 

以上）の場合に心機能の負荷が大きいと判定する。安静時の周波数解析結果は、運転や運 

動などの負荷を受けることなく、落ち着いて椅子に着座しているときなど、当該被験者の 

通常の心拍、呼吸状態において測定した生体信号を解析したデータであり、体調判定装置 

１００を構成するコンピュータの記憶部に予め記憶させておくことで、体調判定時には体 

調急変判定部１３０によってその記憶させたデータを読み込んで比較することができる。 

 【００４５】 

 体調判定装置１００が心機能判定部１４０を有する場合、体調急変判定部１３０は、上 

記の心拍急変兆候出現時及び血圧急変兆候出現時に、心機能判定部１３０の判定結果を加 

味して体調急変を判定する。すなわち、心拍急変兆候出現時及び血圧急変兆候出現時の出 

現タイミングが上記の所定の時間内であり、この２つの指標によれば体調急変の発生と判 

定される場合でも、心機能判定部１３０において、心機能負荷が小さいという結果が出て 

いる場合には、体調急変とは判定せず、２つの指標が体調急変を示し、かつ、心機能負荷 

が大きいという結果が出力された場合のみ、最終的に体調急変の発生と判定する。これに 

より、心機能負荷が大きい場合のみ体調急変と判定されるため、実際に被験者が自覚する 

体調急変の発生と、体調判定装置１００による体調急変の判定結果がよりマッチすること 

になる。 

 【００４６】 

（実験例） 

 トレッドミルを用いて被験者に１０分間のランニングを行わせる運動負荷をかけ、その 

前後における体調変化を調べた。運動負荷の前後において、シートバック部に生体信号測 

定装置１を取り付けた自動車用シートに被験者を着座させ、当該被験者の生体信号を採取 

して上記の体調判定装置１００によりそのデータを分析し、体調急変の有無を判定した。 

分析対象の生体信号としては、第２から第４腰椎付近の背部体表脈波を用いることとし、 

生体信号測定装置１における下部生体信号検出部１３の音響センサ２１からデータを得た 

。なお、被験者には、瞬時心拍数計、連続血圧計を装着し、瞬時血圧及び連続血圧も測定 

した。 
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 【００４７】 

 図１０～図１５に各被験者の実験結果を示す。なお、図１０～図１５の各（ａ）図は、 

自律神経活動の時系列波形を示し、各（ｂ）図は、瞬時心拍数の時系列波形を示し、各（ 

ｃ）図は、血圧の時系列波形を示す。図１０～図１５の各（ｄ）～（ｇ）の図が、体調判 

定装置１００により分析されたデータであり、各（ｄ）の図は、ピーク値及びボトム値の 

平均値の時系列波形を示し、各（ｅ）図は、ピーク値及びボトム値の傾き時系列波形を示 

し、各（ｆ）図は、周波数の傾き時系列波形を示し、各（ｇ）図は、分布率の時系列波形 

を示す。 

 【００４８】 

 図１０の被験者Ｏの２０１８年１１月１３日にデータでは、２７００秒付近を、心拍急 

変特定部１３１が心拍急変兆候出現時と特定している。血圧急変特定部１３２は、心拍急 

変兆候出現時の２７００秒を挟んだ前後５０秒の範囲に、血圧急変兆候出現時を特定して 

いる。 

 【００４９】 

 図１１の同じ被験者Ｏの２０１９年１月１８日にデータでは、心拍急変特定部１３１が 

、３１８０秒付近を心拍急変兆候出現時と特定している。血圧急変特定部１３２において 

は、心拍急変兆候出現時に最も近いポイントで、３２５０秒付近で血圧急変兆候出現時を 

特定している。 

 図１２～図１５の被験者Ｕ，Ｈ，ＭＳ，ＭＫのデータでは、いずれも血圧急変兆候出現 

時は特定されているが、心拍急変兆候出現時は特定されていない。 

 【００５０】 

 体調急変判定部１３０においては、心機能判定部１４０の判定結果を考慮しない設定の 

場合には、心拍急変兆候出現時が特定され、その付近に血圧急変兆候出現時も特定されて 

いる被験者Ｏの図１０及び図１１の場合に、体調急変の発生と判定する。一方、図１２～ 

図１５の被験者Ｕ，Ｈ，ＭＳ，ＭＫの場合には、いずれも体調急変の発生は認められない 

、ということになる。 

 【００５１】 

 図１６は、心機能判定部１４０の判定結果を示した図である。図１６（ａ）～（ｆ）が 

、順に、図１０～図１５のデータに対応する。図中のＰＳＤ比は、心機能判定部１４０に 

より求めた運動負荷前に安静時２０分と運動負荷後の安静時２０分のデータ同士を比較し 

たものであり、ＰＳＤ比の閾値を２と設定し、ＰＳＤ比が２を越える場合に「心機能負荷 

：大」と判定する設定とした。その結果、図１０の被験者Ｏの２０１８年１１月１３日の 

データ、図１２の被験者Ｕのデータ、図１５の被験者ＭＫのデータについて、「心機能負 

荷：大」の判定がなされた。 

 【００５２】 

 体調急変判定部１３０が、心機能判定部１４０の結果を考慮する設定の場合、図１１の 

被験者Ｏの２０１９年１月１８日のデータは、心機能負荷が大であるという要件を満足せ 

ず、図１０の被験者Ｏの２０１８年１１月１３日のデータのみが、心拍急変兆候出現時及 
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び血圧急変兆候出現時が所定の時間内で、かつ、心機能負荷が大であるという要件を満足 

することになる。この結果から、体調急変判定部１３０は、図１０の被験者Ｏの２０１８ 

年１１月１３日のデータ測定時においてのみ体調急変が生じたと判定する。 

 【００５３】 

 心拍急変兆候出現時と血圧急変兆候出現時が同時期（所定の時間内）に特定されること 

のみで体調急変を判定する場合には、リアルタイムに近いタイミングでの判定が可能であ 

る。このため、運転中のドライバーの体調急変の判定も可能である。一方、図１６（ａ） 

～（ｆ）では、運動負荷後２０分のデータを用いて心機能判定を行っているため、心機能 

負荷の大小の結果がでるにはある程度の時間を要する。しかしながら、心拍急変兆候出現 

時と血圧急変兆候出現時が同時期に特定されたことをもって仮に体調急変と判定し、その 

後、心機能負荷の大小の判定結果を加味して、再度、体調急変か否かを判定する構成とす 

れば、より正確な判定が可能となる。また、心機能負荷の大小を判定する際の周波数分析 

の時間幅を短く設定することで、より短い時間毎の心機能負荷の判定が可能となり、心拍 

急変兆候出現時と血圧急変兆候出現時により近いタイミングで心機能負荷の判定結果を考 

慮した判定が可能となる。 

 【００５４】 

 実際、図１０の被験者Ｏの２０１８年１１月１３日のデータ測定時においては、心拍急 

変兆候出現時と血圧急変兆候出現時が特定された２７００秒付近から６０秒ほどで被験者 

Ｏは、顔が青ざめ、一瞬意識がもうろうとするほどの体調急変を生じたことが実験に立ち 

会った観察者により確認されている。しかし、図１１の被験者Ｏの２０１９年１月１８日 

のデータ測定時においては、心拍急変兆候出現時と血圧急変兆候出現時が３２００秒付近 

で特定されているものの、被験者Ｏには体調急変と言える症状が生じなかったことが観察 

者により確認されている。よって、体調急変のより正確な判定には、体調急変判定部１３ 

０が心機能判定部１４０の判定結果を考慮する構成とすることが好ましい。但し、図１１ 

の被験者Ｏの２０１９年１月１８日にデータでは、心拍急変兆候出現時と血圧急変兆候出 

現時との出現タイミングの差が約７０秒あるため、両者が所定の時間内に出現する範囲を 

さらに短く、例えば、５０秒に設定すれば、心拍急変兆候出現時と血圧急変兆候出現時と 

が所定の時間内に生じているか否という基準のみであっても、体調急変とは判定されない 

ことになる。よって、この設定時間については、個人毎にデータを蓄積して調整可能とし 

てもよい。 

 【００５５】 

 図１７は、生体信号測定装置１をマットレス上に配置し、その上に被験者が仰臥位で２ 

７０分寝た際のデータである。図１７（ａ）は、左上部生体信号検出部１１から得た生体 

信号をフィルタリング処理した大動脈圧波形であり、図１７（ｂ）は、体動を検出したタ 

イミングと、体動により左上部生体信号検出部１１に非接触であった時間帯を示した図で 

あり、図１７（ｃ）は、心拍数を示した図であり、図１７（ｄ）は、呼吸数を示した図で 

あり、図１７（ｅ）は、自律神経活動の時系列波形を示し、図１７（ｆ）は、周波数の傾 

き時系列波形を示し、図１７（ｇ）は、分布率の時系列波形を示し、図１７（ｈ）は、ピ 
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ーク値及びボトム値の傾き時系列波形を示す。 

 図１７（ｇ）及び図１７（ｈ）より、１５２分頃に、心拍急変兆候が出現すると共に、 

血圧急変兆候が出現している。同じく、２４０分頃に、心拍急変兆候が出現すると共に、 

血圧急変兆候が出現している。よって、この実験中、１５２分頃と２４０分頃に体調急変 

が生じたと判定がなされた。観察者によれば、体調急変が生じたと判定された時刻前後に 

おいて被験者の体動が一時的に大きくなり、寝苦しそうであったことが観察されているこ 

とから、体調判定装置１３０による判定結果がおおむね適したものであったといえる。 

【符号の説明】 

 【００５６】 

 １ 生体信号測定装置 

 １３ 下部生体信号検出部 

 ２１ 音響センサ 

 １００ 体調判定装置 

 １１０ 心拍対応指標演算部 

 １１１ 周波数傾き時系列波形演算部 

 １１２ 分布率演算部 

 １２０ 血圧対応指標演算部 

 １２１ 収縮期血圧対応指標演算部 

 １２２ 拡張期血圧対応指標演算部 

 １３０ 体調急変判定部 

 １３１ 心拍急変特定部 

 １３２ 血圧急変特定部 

 １４０ 心機能判定部 

 

【書類名】特許請求の範囲 

【請求項１】 

 人の背部に当接され、前記背部の体表面を介して伝播する生体信号を非拘束で捉える生 

体信号測定装置により採取した前記生体信号を分析して体調を判定する体調判定装置であ 

って、 

 前記生体信号の時系列波形から心拍変動に対応する指標の時系列波形を求める心拍対応 

指標演算部と、 

 前記生体信号の時系列波形から血圧変動に対応する指標の時系列波形を求める血圧対応 

指標演算部と、 

 前記心拍対応指標演算部から得られる時系列波形が予め設定された所定の波形変動を示 

す時間帯を心拍急変兆候出現時として特定し、前記血圧対応指標演算部から得られる時系 

列波形が予め設定された所定の波形変動を示す時間帯を血圧急変兆候出現時として特定し 

、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候出現時が所定の時間範囲内に出現してい 

る場合に、前記体調の急変の発生と判定する体調急変判定部と 
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を有することを特徴とする体調判定装置。 

【請求項２】 

 前記心拍対応指標演算部は、 

 前記生体信号の時系列波形から周波数の時系列波形を求めた後、前記周波数の時系列波 

形から所定時間範囲毎の周波数の傾き時系列波形を求める周波数傾き時系列波形演算部と 

、 

 前記周波数の傾き時系列波形から、心循環系のゆらぎの特性が切り替わる周波数よりも 

低い周波数の機能調整信号、前記機能調整信号よりも高い周波数の疲労受容信号、及び前 

記疲労受容信号よりも高い周波数の活動調整信号に相当するＵＬＦ帯域からＶＬＦ帯域に 

属する各周波数成分を抜き出し、これらの周波数成分のそれぞれの分布率の時系列波形を 

求める分布率時系列波形演算部と 

を有する請求項１記載の体調判定装置。 

【請求項３】 

 前記体調急変判定部は、前記機能調整信号、前記疲労受容信号及び前記活動調整信号の 

全ての波形が所定の分布率の範囲内に所属すると共に、前記活動調整信号の分布率が最も 

低いポイントの出現後、前記活動調整信号の分布率が、前記機能調整信号及び前記疲労受 

容信号の分布率よりも高くなるポイントが出現する時間帯を、前記心拍急変兆候出現時と 

特定する請求項２記載の体調判定装置。 

【請求項４】 

 前記血圧対応指標演算部は、 

 前記生体信号の時系列波形のピーク値を用いて収縮期血圧対応指標の時系列波形を求め 

る収縮期血圧対応指標演算部と、 

 前記生体信号の時系列波形のボトム値を用いて拡張期血圧対応指標の時系列波形を求め 

る拡張期血圧対応指標演算部と 

を有する請求項１～３のいずれか１に記載の体調判定装置。 

【請求項５】 

 前記収縮期血圧対応指標演算部は、前記ピーク値の所定時間範囲毎の傾きを用いて前記 

収縮期血圧対応指標の時系列波形を求め、 

 前記拡張期血圧対応指標演算部は、前記ボトム値の所定時間範囲毎の傾きを用いて前記 

拡張期血圧対応指標の時系列波形を求め、 

 前記体調急変判定部は、前記ピーク値の所定時間範囲毎の傾きを用いた前記収縮期血圧 

対応指標の時系列波形と前記ボトム値の所定時間範囲毎の傾きを用いた前記拡張期血圧対 

応指標の時系列波形がクロスし、かつ、前記収縮期血圧対応指標の値が前記拡張期血圧指 

標の値よりも小さくなっているポイントが出現する時間帯を、前記血圧急変兆候出現時と 

特定する請求項４記載の体調判定装置。 

【請求項６】 

 さらに、心機能の負荷が大きいか否かを判定する心機能判定部を有し、 

 前記体調急変判定部は、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候出現時が所定の 
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時間範囲内に出現していることに加えて、前記心機能判定部において前記心機能の負荷が 

大きいと判定されている場合に、前記体調の急変の発生と判定する請求項２又は３記載の 

体調判定装置。 

【請求項７】 

 前記心機能判定部は、体調判定時に前記心拍対応指標演算部によって求められる前記周 

波数の傾き時系列波形を周波数解析し、安静時において予め求めた周波数の傾き時系列波 

形の周波数解析と比較し、卓越周波数のパワースペクトルの値が、安静時の値に対し、体 

調判定時の値が所定以上の場合に心機能の負荷が大きいと判定する請求項６記載の体調判 

定装置。 

【請求項８】 

 体調判定装置としてのコンピュータに、人の背部に当接され、前記背部の体表面を介し 

て伝播する生体信号を捉える生体信号測定装置から得られる前記生体信号を分析して体調 

を判定する手順を実行させるコンピュータプログラムであって、 

 前記生体信号の時系列波形から心拍変動に対応する指標の時系列波形を求める心拍対応 

指標演算手順と、 

 前記生体信号の時系列波形から血圧変動に対応する指標の時系列波形を求める血圧対応 

指標演算手順と、 

 前記心拍対応指標演算手順の実行により得られる時系列波形において、予め設定された 

所定の波形変動を示す時間帯を心拍急変兆候出現時として特定し、前記血圧対応指標演算 

手順の実行により得られる時系列波形において、予め設定された所定の波形変動を示す時 

間帯を血圧急変兆候出現時として特定し、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候 

出現時が所定の時間範囲内に出現している場合に、前記体調の急変の発生と判定する体調 

急変判定手順と 

を前記コンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。 

【請求項９】 

 さらに、心機能の負荷が大きいか否かを判定する心機能判定手順を実行させ、 

 前記体調急変判定手順は、前記心拍急変兆候出現時及び前記血圧急変兆候出現時が所定 

の時間範囲内に出現していることに加えて、前記心機能判定手順の実行により前記心機能 

の負荷が大きいと判定されている場合に、前記体調の急変の発生と判定する手順を実行す 

る請求項８記載のコンピュータプログラム。 

【書類名】要約書 

【要約】 

【課題】体調急変の発生を検出する。 

【解決手段】体調判定装置１００は、心拍対応指標演算部１１０により、心拍変動に対応 

する指標（心拍対応指標）の時系列波形から心拍急変兆候出現時を特定すると共に、血圧 

対応指標演算部１２０により、血圧変動に対応する指標（血圧対応指標）の時系列波形か 

ら血圧急変兆候出現時を特定する。体調急変判定部１３０は、両者が所定時間内に出現し 

ている場合に体調の急変（体調急変）の発生と判定する構成である。これにより、心拍の 
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急変と血圧の急変とを加味した判定ができ、体調急変を検出できる。 

【選択図】 図４ 
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５．結論 

（１）東大チームは体調推定理論の基盤となる自律神経系と全身血管網の２つの数理モデルの統合に初

めて成功し、体調変化を数理モデルで予測できる可能性を示した。また、体調変化予測モデルの精度向

上を達成することに成功し、体調急変が予測できる数理モデルを活用し、心臓血管系モデル内で体調急

変を想定したパラメータを変化させることにより、病変時の生体信号変動データをシミュレーションに

よって作り出すことと、病変の分類に資する方法の提案を行った。 

 

（２）広大チームは、ドライバーの生体情報を無拘束に計測し、医療機器と同程度の生体情報計測を実

現した。また、体表脈波から機械学習を用いて運転者の体調急変を事前に察知することができる体調急

変確率予測モデルによって 2 分前に急変を 90%予測可能なことを示した。 

 

（３）デルタ工業チームは、背部より取得された生体信号を用い、実車走行状態での血圧・心拍数の急変

シグナルに基づき、【危険警告】判定をリアルタイムでドライバーに伝えるアラームを試作した。 

 

基礎研究という位置づけの範囲内では目的は達成されたが、今後は検証例や計算例を増やして、体調

急変モデルと体調急変アルゴリズムの信頼性を高めてゆくことが残された課題である。 
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